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本報告書の調査は、有限会社ジャプコン所属JA3870他８件の航空事故に関し、

航空・鉄道事故調査委員会設置法及び国際民間航空条約第１３附属書に従い、

航空・鉄道事故調査委員会により、航空事故の原因を究明し、事故の防止

に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うため

に行われたものではない。

航空・鉄道事故調査委員会

委員長 佐 藤 淳 造
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航空事故調査報告書

所 属 朝日航洋株式会社

型 式 アエロスパシアル式ＡＳ３３２Ｌ型（回転翼航空機）

登録記号 ＪＡ９６９０

発生日時 平成１７年１０月１８日 １１時０５分ごろ

発生場所 富山県下新川郡宇奈月町（平成１８年３月３１日より黒部市）

平成１８年 ６ 月２１日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 加 藤 晋

委 員 豊 岡 昇

委 員 垣 本 由紀子

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

朝日航洋株式会社所属アエロスパシアル式ＡＳ３３２Ｌ型ＪＡ９６９０は、平成

１７年１０月１８日（火 、物資輸送のため、富山県下新川郡宇奈月町にある場外離）

着陸場を離陸し、午前１１時０５分ごろ後曳水路橋で荷下ろし中に、吊荷が地上誘導
あとびき

員に接触し、同誘導員が負傷した。

、 、 、同機には 機長のほか整備士１名の計２名が搭乗していたが 搭乗者の死傷はなく

機体の損壊もなかった。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１７年１０月１９日、本事故の調査を担当す

る主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。
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1.2.2 外国の代表、顧問

本調査には、事故機の設計・製造国であるフランス国の代表が参加した。

1.2.3 調査の実施時期

平成１７年１０月２０日 現場調査及び口述聴取

1.2.4 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

1.2.5 調査参加国への意見照会

調査参加国に対し意見照会を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

朝日航洋株式会社（以下「同社」という ）所属アエロスパシアル式ＡＳ３３２Ｌ。

型（通称：スーパー・ピューマ）ＪＡ９６９０（以下「同機」という。）は、平成

１７年１０月１８日、機長及び整備士１名の計２名が搭乗し、物資輸送のため、宇奈

月町の場外離着陸場（以下「宇奈月場外」という ）を１０時１６分に離陸した。。

同機は、後曳水路橋（以下「同橋」という ）点検作業のための足場用資材の輸送。

を、長さ２０ｍのスリングにより９回行う予定であった。

事故に至るまでの経過は、関係者の口述によれば、概略次のとおりであった。

(1) 機長

当日は右席に搭乗し、富山空港離陸後、同橋までの気象観測と飛行経路の確

認の事前飛行を行い、宇奈月場外に降りた。私は、操縦及び主として機体右側

の見張りを担当し、１０時１６分に同橋への輸送のため離陸した。宇奈月場外

、 。と同橋とは往復７～８分の距離であり ６回目までは順調に資材を輸送できた

事故当時現場付近の視程は問題なく、同橋北側の送電線を避けるため、南西

方向からの進入と離脱を行った。進入中はやや追い風であったものの輸送の支

障にはならなかった。７回目の資材は、足場組み立て用アルミパイプの束及び

アルミ製梯子の束の合計１.１tであった。私は同橋に到着後、資材の回転を止

めるため、同橋の東端に一度吊荷を接地させ、その後、地上誘導員（以下「誘
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導員」という ）の合図に基づく整備士の連絡で、吊荷を誘導員の指定位置に。

下ろすために、機体をゆっくりと左へ横進させた。その間、いつでも荷物が止

められるように、また、荷物が大きく振れないように吊り上げの高さを低くし

た。

私は、指示された場所で荷物を接地させたが、整備士から再び上げと小移動

の連絡がきたので、それに従い荷物を少し吊り上げた。そして、荷物が多少左

、 。に動いたと思ったときに 誘導員が転倒するのが機体前方右側ミラーに映った

そのため誘導員から遠ざけて吊り荷を切り離し、宇奈月場外へ１１時０９分着

陸した。到着後、誘導員が骨折した旨の報告を受け、以後の輸送を中止した。

(2) 整備士

スリング輸送時、私は吊荷の切り離しのフック操作をするため、キャビン後

方左側に搭乗した。現場では左ドアを開放したまま、誘導員の合図を受けて、

機体の細かい移動を機長に連絡していた。物資輸送のときは、現場の気象観測

が得られないことが多いため、今回も輸送が実施可能かどうかを確認するため

事前に一度飛行した。

、 。事故は 一度下ろしかけた７回目の吊荷の位置を変えているときに発生した

吊荷を上げる際、恐らく吊荷の一部がまだ橋上に接地していて、そこを支点と

して吊荷が動き、誘導員に当たり転倒したのではないかと思う。

(3) 誘導員

当日は、太陽がまぶしいとは感じなかった。風は弱く、スリング輸送の支障

にはならなかった。

事故発生前の６回分の資材は、私が意図した位置に下してもらうことができ

た。７回目の資材を下ろす際に、当初予定した場所に対して、吊荷の位置が少

しずれていたので、それを修正してもらおうと思い、整備士に吊荷の上げと小

移動を手信号で合図した。ところが、吊荷のアルミパイプの束（長さ３ｍ）の

端が右足に当たり、その端と橋上にある高さ３０cmのＨ形鋼のうちの１本との

間に右足が挟まれて、私は仰向けに転倒してしまった。右足下部の骨折したと

ころはちょうど吊荷とそのＨ形鋼に挟まれたところだった。

本事故の発生場所は、富山県下新川郡宇奈月町後曳水路橋荷下ろし場で、発生時刻

は、１１時０５分ごろであった。

（付図１、２及び写真１、２参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

誘導員が重傷を負った。
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２.３ 航空機乗組員等に関する情報

機 長 男性 ４２歳

事業用操縦士技能証明書（回転翼航空機） 平成１２年 ５ 月 ８ 日

限定事項 陸上多発タービン機

アエロスパシアル式ＡＳ３３０型 平成１２年 ５ 月 ８ 日

第１種航空身体検査証明書

有効期限 平成１８年 ２ 月 ９ 日

総飛行時間 ６,７９９時間３０分

最近３０日間の飛行時間 ５２時間３１分

同型式機による飛行時間 ３０４時間１５分

最近３０日間の飛行時間 ５時間１１分

２.４ 航空機に関する情報

2.4.1 航空機

型 式 アエロスパシアル式ＡＳ３３２Ｌ型

製 造 番 号 ２０８９

製造年月日 昭和５９年１１月０７日

耐空証明書 第 東－１６－５９６号

有効期限 平成１８年 ２ 月１５日

耐空類別 回転翼航空機 輸送ＴＡ級、輸送ＴＢ級又は特殊航空機Ｘ

総飛行時間 ９,６７４時間４２分

定時検査 後の飛行時間 ５７時間２２分（１００時間検査、平成１７年０９月２７日実施）

（付図３参照）

2.4.2 エンジン ＮＯ.１ ＮＯ.２

型 式 ツルボメカ式マキラ１Ａ型 ツルボメカ式マキラ１Ａ型

製 造 番 号 ３１１ ３４１

製造年月日 昭和５８年 ３ 月１６日 昭和５９年 ３ 月２９日

総使用時間 １０,２７３時間 ９ 分 ８,５９０時間４０分

2.4.3 重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は６,２５２.４kg、重心位置は４,５６７mmと推算され、

いずれも許容範囲（最大離陸重量９,３５０kg、事故当時の重量に対応する重心範

囲４,４００～４,９００mm）内にあったものと推定される。
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２.５ 気象に関する情報

機長の口述によれば、事故現場付近の気象は、以下のとおりであった。

天候 曇り、視程 約１０km、風向 西、風速 ２～４m/s

２.６ 事故現場に関する情報

事故現場は、富山県東部にある黒部川の中流に流れ込む黒薙川に架かった同橋（標
くろなぎ

高２９０ｍ）上であった。同橋は、長さ約４８ｍ、幅約６ｍで、橋の両岸は傾度約

５０度の山となっていた。

同橋の北側には、東西方向に送電線が敷設されており、送電線の高さは同橋から１５

ｍであり、また距離は同橋の南東端の荷下ろし地点からは約４０ｍであった。荷下ろ

し地点への進入離脱経路は、当該送電線を避けるように設定されていた。
（注）事故当時作業現場には、誘導員の他６名の作業員と現場代理人及び安全専従者

の合計９名がいた。現場は、谷底から約３０ｍの高所にあり、幅６ｍの橋上中央に幅

７５cmの通路が設置されていて、橋上には既に６回空輸された資材が通路を避けるよ

うに置かれていた。

（注）発注者の指示で配置していた安全に関する担当者である。

２.７ 医学に関する情報

診断書によれば、誘導員は右下腿開放骨折であった。

２.８ 人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

誘導員は、事故現場から安全専従者により背負われて最寄りの駅まで運ばれ、鉄道

及び車両により宇奈月町内の病院に移送された。

２.９ その他必要な事項

2.9.1 本件に係る最低安全高度以下の高度での飛行は、平成１７年９月３０日付け

で許可されていた。

2.9.2 本資材輸送は、飛行条件、気象条件、輸送方法、安全対策、騒音対策等につ

いて同社が定めた運航実施要領に従って行われていた。しかしながら、同運航実施

要領には、誘導員が誘導業務を行う際、足場について注意すべきである旨の記述は

なかった。また、同社と現場代理人、安全専従者及び誘導員との間で輸送作業に関

する事前の打合せは行われていなかった。

2.9.3 誘導員は、十分な経験を有しており、１０月７日に本現場で、また、約３ヶ
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月前には別の現場でそれぞれ誘導の経験があった。

2.9.4 本事故における現場代理人及び安全専従者には、明確な役割が定められてい

なかった。

３ 事実を認定した理由

３.１ 乗務員等の資格

機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有していた。

３.２ 航空機の耐空証明等

同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備と点検が行われていた。

３.３ 気象との関連

当日の事故現場付近の気象は、進入に対しては弱い追い風であったが、本事故に影

響はなかったものと考えられる。

３.４ 事故に至るまでの状況

3.4.1 航空機の状況

同機は、７回目の同橋到着後、吊荷の揺れを抑えるため同橋上に一度接地させた

後再度吊り上げ、誘導員の指示に従い適切な位置まで移動した。その後、誘導員の

合図に基づく整備士の連絡に従い吊荷を下ろしたが、再度吊り上げと小移動の合図

があり、それに従って吊荷を移動させようとしたものと推定される。

3.4.2 誘導員の状況

誘導員は、７回目の吊荷を、最初に下ろした位置から移動させようとし、吊荷の

吊り上げ及び小移動を整備士に手信号で合図した。その時、誘導員は同橋中央に設

置された通路ではなく、Ｈ形鋼のある橋上を歩きながらヘリコプターに合図を行っ

ていた。誘導員が後退しながら左足でＨ形鋼をまたいだとき、吊荷が誘導員の方向

へ振れ、そのため誘導員の右足が吊荷とＨ形鋼に挟まれ、挟まれた右足が骨折した

ものと推定される。

３.５ 誘導員の対応
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ヘリコプターで荷物を吊り上げる際には、機体が荷物の直上に位置しているかどう

、 。 、かにより 荷物が接地面から離れた時の動きが決まる 荷物の横で誘導している者は

機体位置のずれが常に正確に判断できるとは限らないので、予期しない吊荷の動きが

あり得ることを常に想定し、必要以上に吊荷に近づかないことと同時に、誘導の際の

足場に注意を払うべきである。

３.６ 同社の対応

2.9.2に記述したとおり、運航実施要領には、誘導員が誘導業務を行う際、足場に

ついて注意すべきである旨の記述がないため、本事故現場のような狭い場所での作業

に対しては、特に足場の確保等、誘導員に対する安全対策について規定を充実するべ

きである。また、空輸される多量の資材により作業現場は狭隘になることが予想され

るため、同社は、作業前の打合せにおいては、誘導員を含めた関係者全員に対してヘ

リコプターによる資材輸送の安全対策について周知すべきである。

３.７ 現場代理人及び安全専従者の対応

2.9.4に記述したとおり、現場代理人及び安全専従者には、明確な役割が定められ

ていなかった。このため、この両者は、誘導業務に対して指揮命令する立場にあった

とは考えられないものの、ヘリコプターによる資材輸送の安全対策について、特に高

所で狭隘な作業現場においては、関係者全員に周知されるよう作業前の十分な打合せ

の実施、周知した内容を関係者が実施することの徹底等必要な措置を講じるべきであ

る。

４ 原 因

本事故は、誘導員の指示に従い同機が吊荷を下ろした後、再び同吊荷の位置の修正

をしようとした際に、誘導員の方向へ吊荷が動いたため、誘導員の右足が吊荷と作業

現場上に設置されたＨ形鋼との間に挟まれ、誘導員が負傷したことによるものと推定

される。
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　　　 付図１ 事故発生現場
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安全専従者

現場代理人

48

後曳水路橋

地上誘導員
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正面図

　　　　付図２　事故現場見取図
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：ｍ

6

黒薙川上流方向

Ｈ形鋼↓

事故現場現場代理人

安全専従者

吊荷の揺れを止めて移動した

中央通路(幅0.75)

平面図

(機長の口述による。）

風速 2～4m/s

注：既設資材及び作業者(6名)の位置は省略

風向　西
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写真１ 後曳水路橋 

 
写真２ 誘導員転倒の状況（模擬） 

 

Ｈ形鋼（高さ３０cm） 

７回目の資材 

ヘリコプター進入方向 

事故現場



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




